
 茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡ 

神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校PTA 
 

令和７年度 定期総会議案書 

 

                  日 時  令和７年（2025）５月10日（土） 10：３0～ 

会 場  会議室 

                    

定期総会次第 

 

                                      司 会：副会長 

 

１  代表挨拶                               代 表 

 

２  校長挨拶                               校 長 

 

３  議長団選出                              司 会 

 

４  定数確認                                書 記 

 

５  議事 

   ・第１号議案  令和6年度事業報告に関する件             本部役員 

   ・第２号議案  令和6年度決算報告に関する件             副校長 

   ・第３号議案  令和6年度会計監査報告に関する件           会計監査 

   ・第４号議案  令和7年度役員及び会計監査委員選出に関する件     指名委員会 

            旧役員挨拶                      令和6年度 会長 

            新役員挨拶                     令和7年度 会長 

            担当教職員挨拶                   副校長 

・第５号議案  令和7年度事業計画（案）に関する件          本部役員 

   ・第６号議案  ＰＴＡ規約改正                    本部役員 

・第７号議案  令和7年度予算（案）に関する件            本部役員及び副校長 

 

６ 議長団解任 

 

７ その他 

 

※お断り 

  定期総会議案書のうち、令和6年度各決算報告書の会計担当者名・会計監査担当者名、令和7年度本部と各委員会名簿

は、個人情報保護の観点から、ホームページ上では掲載を控えさせていただきましたことをご了承ください。 





4/5(金) 入学式

4/13(土) 拡大委員会

4/17(水) 拡大登校駐輪指導＊８:20職員玄関前集合　雨天中止

5/11(土) PTA総会(10:30～）/第1回定例会(11:30～）

5/11(土) 第1回学年委員定例会

5/18(土) 第1回運営委員会

5/31延期⇒6/7(金) 体育大会

6/8(土) 第2回運営委員会

6/17(月) 登校駐輪指導【学年員会担当月】　雨天中止

7/6(土) 第3回運営委員会

9/7(土) 第4回運営委員会

9/13(金)14(土) 西浜祭　2日間

9/19(木) 第1回地区PTA交通安全対策会議　　場所：鎌倉高校

9/25(水) 拡大登校駐輪指導　　雨天中止

10/1(火) 自転車点検

10/12(土) 第5回運営委員会

11/9(土) 第6回運営委員会

11/9(土) 校内美化活動

11/21(木) 湘南鎌倉地区交通安全大会　茅ヶ崎文化会館13時30分～

12/9(月) 第2回地区PTA交通安全対策会議

登校駐輪指導【学年員会担当月】　　雨天中止

12/9(月) 県高P連　研修大会

12/9(月) 登校駐輪指導【学年員会担当月】

運営委員会

12/17(火) 球技大会　＊麦茶などの飲料提供

1/11(土) 第7回運営委員会

第3回地区PTA交通安全対策会議

1/15(水) 拡大登校駐輪指導

2/8(土) 第8回運営委員会

2/8(土) 第2回学年委員定例会（必要とする場合）

3/3(月) 卒業式

3/8(土) 第9回運営委員会、第2回学年委員定例会

3/13(木) 合格者説明会

3/18(火) 球技大会（飲料の抵抗・3日のち初日のみ影響）

3/24(月) 離退任式

令和6年度　　学年委員会事業報告　



令和６年度 成人教育委員会 年間活動報告 

 
４月 ５日（金）  入学式 

４月１３日（土）  ＰＴＡ拡大運営委員会 

５月１１日（土）  ＰＴＡ総会 

５月１５日（水）  第１回成人委員定例会 

５月１８日（土）  第１回ＰＴＡ運営委員会 

６月 ８日（土）  第２回ＰＴＡ運営委員会 

６月１９日（水）  第２回成人委員定例会 

７月 ６日（土）  第３回ＰＴＡ運営委員会 

７月１７日（水）  第３回成人委員定例会 

９月 ７日（土）  第４回ＰＴＡ運営委員会 

９月２５日（水）  登校駐輪指導 

第４回成人委員定例会 

１０月 １日（火）  自転車点検 

１０月１２日（土）  第５回ＰＴＡ運営委員会 

１０月１６日（水）  第５回成人委員定例会 

県高Ｐ連湘南・鎌倉地区大会  

１１月１１日（月）  社会見学実施 

１１月 ９日（土）  第６回ＰＴＡ運営委員会 

校内整備美化活動 

１１月２０日（水）  第６回成人委員定例会 

 １月１１日（土）  第７回ＰＴＡ運営委員会 

 ２月 ８日（土）  第８回ＰＴＡ運営委員会 

 ２月１９日（水）  第７回成人委員定例会（反省会・引き継ぎ） 

２月２８日（金）  登校駐輪指導 

 ３月 ８日（土）  第９回ＰＴＡ運営委員会 

 



5 日 入学式撮影

13 日 拡大運営委員会

広報誌第117号第1回編集会議（新役員顔合わせ・役員決め）

17 日 拡大登校駐輪指導

職員集合写真撮影、部活動写真撮影、三年生集合写真等

11 日 　令和６年度PTA総会

18 日 運営委員会出席・１１７号第２回編集会議

31 日 体育大会取材

8 日 運営委員会出席

15 日 １１７号第３回編集会議

4 日 登校駐輪指導

6 日 運営委員会出席

20 日 １１７号仕分け作業・１１８号編集会議

22 日 広報誌１１７号発行

7 日 運営委員会出席・１１８号第2回編集会議

13 日 西浜祭取材①

14 日 西浜祭取材②・後夜祭取材

25 日 拡大駐輪指導

1 日 自転車点検参加・取材

12 日 運営委員会出席・１１８号第３回編集会議

9 日 運営委員会出席・校内美化活動取材

16 日 １１８号第４回編集会議

14 日 １１８号仕分け・１１９号編集会議　次年度役員決め

16 日 １１８号発行

20 日 球技大会取材・撮影①

21 日 球技大会取材・撮影②

22 日 球技大会取材・撮影③

11 日 運営委員会出席

15 日 拡大登校駐輪指導

18 日 １１９号第２回編集会議

8 日 運営委員会出席

22 日 １１９号仕分け作業・次年度引継ぎ

25 日 広報誌１１９号発行

7 日 登校駐輪指導

8 日 運営員会出席

13 日 入学者説明会参加

22 日 広報委員会次年度準備

令和６年度　広報委員会　活動報告

3月

4月

4月～５月にかけて　

5月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

1月

2月



２０２４年度 環境整備委員会 年間行事活動報告書 

 

 

4/4(木)  入学式用プランター設置 

4/5(金)  入学式用プランター撤去 

4/13(土) 令和 6年度拡大運営委員会 

5/11(土) PTA 総会 

5/18(土)  第 1 回運営委員会 

第１回定例会(新 1年生と顔合わせ、花壇整備) 

6/8(土)   第 2 回運営委員会 

       第 2 回定例会(春の花植替え) 

7/6(土)   第 3 回運営委員会 

       第 3 回定例会 

9/7(土)   第 4 回運営委員会 

第 4回定例会 

10/1(火) 自転車点検 

10/12(土) 第 5 回運営委員会 

      第 5 回定例会 

11/9(土)  第 6 回運営委員会 

第 6回定例会(秋の花植え替え・PTA 環境美化活動) 

11/13(水) 登校駐輪指導 

1/11(土) 第 7 回運営委員会 

     第 7 回定例会 

1/15(水) 登校駐輪指導 

2/8(土)  第 8 回運営委員会 

第 8回定例会 

3/1(土)   卒業式プランター設置 

3/4(火)   卒業式プランター撤去 

3/8(土)   第 9 回運営委員会 

 

 

 



















4/8（火） 入学式

4/16（水） 拡大登校駐輪指導＊８:20職員玄関前集合　雨天中止

4/19（土） 拡大委員会

5/10（土） PTA総会/第1回定例会

第1回学年委員定例会

5/17（土） 第1回運営委員会

5/30（金） 体育大会

6/14（土） 第2回運営委員会

6/　（　） 登校駐輪指導【学年員会担当月】雨天中止

7/5（土） 第3回運営委員会

県高P連　研修大会

7/ 　(  ) 第1回地区PTA交通安全対策会議

9/6(土) 第4回運営委員会

9/19（金）20（土） 西浜祭　2日間

9/　（　） 拡大登校駐輪指導　　　　　　雨天中止

10/　(火） 自転車点検

10/4（土） 第5回運営委員会

10/14（火） 湘南鎌倉地区交通安全大会　茅ヶ崎文化会館13時30分～

11/8（土） 第6回運営委員会

校内美化活動

12/　（　） 第2回地区PTA交通安全対策会議

登校駐輪指導

11/29（土） 県高P連　県大会

/　（　） 第2回学年委員定例会（必要とする場合）

12/9（火） 登校駐輪指導【学年員会担当月】　　　雨天中止

運営委員会

12/17(水)～19(金) 球技大会

1/10（土） 第7回運営委員会

第3回地区PTA交通安全対策会議

1/15（木） 拡大登校駐輪指導　　　　　　雨天中止

2/7（土） 第8回運営委員会

3/2（月） 卒業式

3/7（土） 第9回運営委員会、第2回学年委員定例会

3/13(金） 合格者説明会

3/18・19（水・木） 球技大会

3/　（　） 離退任式

令和7年度　　学年委員会事業計画（案）　



令和７年度 成人教育委員会事業計画（案） 
 

４月 入学式 

拡大運営委員会 

５月 ＰＴＡ総会 

第１回ＰＴＡ運営委員会 

第１回定例会 

６月 第２回運営委員会 

第２回定例会 

７月 第３回運営委員会 

第３回定例会 

９月 西浜祭 

第４回運営委員会 

第４回定例会 

１０月 自転車点検 

第５回運営委員会 

第５回定例会 

１１月 社会見学実施予定 

第６回運営委員会 

    第６回定例会 

１月 第７回運営委員会 

２月 第８回運営委員会 

第７回定例会（年度最後、振り返り、引継ぎ等） 

３月 第９回運営委員会 

 

※その他：登校駐輪指導、美化活動など（指定日）。 

※今年度も定例会は適宜、オンライン開催（必要とあれば学校開催）の予定。 

※今年度もイベント実施は１回の予定。 



令和７年度  広報委員会事業計画（案） 

 

 

4 月 入学式取材 

指名委員会参加  

拡大運営委員会  

第１回定例会（顔合わせ、スケジュール確認）  

5 月 PTA 総会  

第１回運営委員会  

第２回定例会（役・係決め、体育大会打合せ）  

体育大会 取材・撮影  

6 月 第２回運営委員会  

第３回定例会（紙面確認）  

7 月 第３回運営委員会  

第４回定例会（仕分け）  

広報誌 120号発刊  

8 月 校内美化活動 取材・撮影  

9 月 第４回運営委員会  

第５回定例会（西浜祭打合せ）  

西浜祭 取材・撮影  

10 月 第５回運営委員会  

自転車点検 取材・撮影  

11 月 第６回運営委員会  

第６回定例会（紙面確認）  

広報誌 121号発刊  

12 月 第７回定例会（仕分け）  

球技大会 取材・撮影  

1 月 第７回運営委員会  

第８回定例会（紙面確認）  

2 月 第８回運営委員会  

第９回定例会（仕分け）  

広報誌 122号発刊  

3 月 第９回運営委員会  

 

その他  各事業会議の参加・各事業取材・撮影 



4月7日（月） 入学式用プランター設置

　　  ８日（火） プランター撤去

5月17日（土） 第1回定例会　（1年生との顔合わせ・ボランティア委員、指名委員の選出）

6月14日(土) 第2回定例会　（春の花の植え替え）

7月５日（土） 第3回定例会　（花壇整備）

9月６日（土） 第4回定例会　（文化祭打ち合わせ・花壇整備）

9月19日（金） 文化祭1日目

　　20日（土） 文化祭2日目

10月４日（土） 第5回定例会　（花壇整備）

11月８日（土） 第6回定例会　（秋の花の植え替え・次期役員選出開始）

1月10日（土） 第7回定例会　（花壇整備）

2月７日（土） 第8回定例会　（卒入学式用プランター作成・振り返り会）

　２８（土） 卒業式用プランター設置

　　  3月２日（金） プランター撤去

環境整備委員会

※定例会は、運営委員会日程と同日とする

（2、3月のみ、卒業日程と合わせる）

運営委員会終了後の11時頃から定例会開始

【　2025年度  年間事業計画書　】　(案)



茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡ 

 

神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡ規約 改正案 

 

改正案① 使用目的及び予算名の変更 

細 則 

２．ＰＴＡ会費 

特別教育振興費 生徒用ロッカー維持管理及び防災関係費 入学時２，０００円 

↓ 

特別教育振興費 生徒用環境整備関係費及び防災関係費 入学時２，０００円 

   

以上の変更に伴い、予算名をロッカー更新積立金から環境整備関係費に変更する。 

 

理由 ロッカーの破損等、維持管理に係る経費が少なく、広く環境整備に活用したい。 

 

 

改正案② 

内 規       

２．ＰＴＡ活動における個人にかかる費用の負担について 

実際にかかる個人の金銭的負担については補助していく。 

① 交通費   

買い物にともなう交通費は基本的に支給しない。ただし、地域での購入が不可能で、遠征する必要があるもの

に対しては支給する。                           

原則として徒歩、自転車には支給しない。学校からの距離が半径２ｋｍ以上の場合に限り、自動車は１ｋｍあた

り２０円、バイクは１０円を支給する。 

なお、１Km未満は１Km に繰り上げ、金額の端数（１円単位）は繰り上げとする。 

↓ 

③ 交通費 

買い物にともなう交通費は基本的に支給しない。ただし、地域での購入が不可能で、遠征する必要があるもの

に対しては支給する。                           

 原則として徒歩には支給しない。自動車は１ｋｍあたり２０円、バイク・自転車は１０円を支給する。 

  

理由 同じ距離の移動でも、バイクに支給し自転車に交通費を支給しないのは不合理である。 

 

 

改正案③ 追加 

２．ＰＴＡ活動における個人にかかる費用の負担について 

  ④一般会員がサポーターとして参加した場合、交通費等として５００円を補助する。 

 

理由 多くの会員にＰＴＡ活動参加してもらい、活動を活性化するため。 



















茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡ 

 

神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡ規約 

 

第１章 総則 

第１条（名称及び事務局）本会は神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校ＰＴＡと称し、事務局を学校内におく。 

第２条 本会は神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校生徒の保護者及び教職員で組織する。 

第３条（目的）本会は学校における教育目的の達成に協力し、生徒の心身の健全な発達と福祉の増進を助け、

学校の教育的環境の整備をはかる。あわせて会員相互の教養の向上と親睦をはかることを目的とす

る。 

第４条（方針） 

１．本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体または機関の支配や干渉を受けない。 

２．生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の社会的団体や機関と協力する。 

３．本会は営利的、宗教的、政党的活動には、いかなる関係も持たない。 

４．本会は学校の管理運営、人事などに干渉はしない。 

  

第２章 役員 

第５条（役員）本会には次の役員をおく。 

 １．会長１名（保護者）  ２．副会長３名（保護者２、教職員）  ３．書記２名（保護者、教職員）  

４．会計３名（保護者、教職員２） ５．補佐若干名（保護者） 

第６条（役員の選出）役員の選出は指名委員会の推薦により総会において行う。 

第７条（役員の任期）役員の任期は１年とし、再選を妨げない。補充された役員の任期は前者の残任期間と

する。 

第８条（役員の任務）役員の任務は次の通りとする。 

    １．会長は本会を代表し、会務を統括する。定期総会、役員会、運営委員会を招集し、特別委員会 

            の正副委員長を委嘱する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３．書記は各会議の議事を記録、保管し会の庶務を処理する。 

４．会計は本会の会計事務を処理するとともに、総会において、会計監査委員の承認を得た決算を

報告する。 

    ５. 補佐は会務処理のため、必要に応じて四役（会長・副会長・書記・会計）の補佐をする。 

第９条（役員会）役員会は役員及び校長、副校長、教頭をもって構成し、運営委員会の内部機関として、会

務処理の必要に応じて開くことができる。また会務処理のために必要な場合、若干名の役員補佐を

置くことができる。役員補佐は指名委員会が指名し、ＰＴＡ総会で選出する。 

 

第３章 会計 

第 10 条（経費）本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 

第 11 条（会費・納入方法） 本会の会費と納入方法は細則に定める。特別の事情のある者は会費を減免する

ことができる。会費の額、納入方法の変更は総会にて決定する。 

第 12 条（決算報告）本会の決算報告は会計監査を経て総会に報告し承認を得なければならない。 

第 13 条（会計年度）本会の会計年度は４月１日に始まり、３月 31 日に終わる。 
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第４章 会計監査 

第 14 条（会計監査委員）本会には会計監査委員４名（保護者）をおく。会計監査委員はその年度の会計を監

査し、その結果を総会に報告する。 

第 15 条（委員の選出・任期）会計監査委員の選出及び任期は役員と同様とする。 

 

第５章 総会 

第 16 条（総会）総会は本会の最高機関であり、定期総会と臨時総会とに分ける。 

第 17 条（定期総会）定期総会は年１回、年度始めに開催し、次の事項を審議する。  

１．前年度事業及び決算報告      ２．新年度事業計画及び予算案 

３．新役員、会計監査委員の選出  ４．その他必要な事項  

第 18 条（臨時総会）運営委員会が必要と認めた場合、または全会員の５分の１以上の要求があった場合、会

長は臨時総会を召集しなければならない。 

第 19 条（総会の成立と議決） 

１．総会の定足数は全会員の２分の１以上とする。ただし委任状をもって出席にかえることができる。 

２．総会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

 

    第６章 運営委員会 

第 20 条（運営委員会）運営委員会は本会最高の執行機関であって、役員、常置委員会の委員長、副委員長、

校長、副校長、教頭をもって構成される。委員会は原則として毎学期１回以上、会長が召集する。

運営委員の要求があれば会長は運営委員会を召集しなければならない。 

 

    第７章 常置委員会、特別委員会、指名委員会 

第 21 条（常置委員会） 

１．本会には常置委員会として、次の各委員会をおく。 

(1)学年委員会   (2)広報委員会  (3)成人教育委員会  (4)環境整備委員会 

   ２．各常置委員会は、原則として各学級から１名以上委員を選出し、選出された委員及び教職員の   

     顧問１名によって構成する。各常置委員会は、委員長１名、副委員長２名を選出する。委員長、 

     副委員長は委員の互選とする。 

３．常置委員会の任務は次のとおりとする。 

(1)学年委員会は、学年間の共通理解をはかり、学年ＰＴＡに関する理解を深める。 

(2)広報委員会は会報などを発行し、本会の周知徹底をはかる。 

(3)成人教育委員会は、会員相互の教養の向上と親睦をはかる。 

(4)環境整備委員会は、教育環境の整備充実をはかる。 

４．各委員の任期は１年。（３年間継続することが望ましい） 

第 22 条（特別委員会）会長は特別の目的を執行するために運営委員会の承認を得て特別委員会を置くことが

できる。 

第 23 条（指名委員会） 

１．委員会は、次年度の役員及び会計監査委員の候補者を選び、候補者の同意を得て、総会までに

会員に推薦者として通知する。 

２．指名委員の任期は、役員及び会計監査委員の選出をもって終わる。 

３．指名委員会の委員の選出方法については細則に定める。 
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付 則 

第１条 本会の規約改正は事前に改正案を会員に通知し、総会において出席者の過半数以上の同意を得なけ

ればならない。 

第２条 本規約の施行についての細則・内規等は、運営委員会の承認を得て別にこれを定める。 

第３条 本会の規約は昭和５５年４月５日から施行する。 

      

 

付 則 

この規約は平成２３年５月１４日から施行する。 

        付 則 

この規約は平成２５年５月１１日から施行する。 

     付 則 

この規約は平成２７年５月１６日から施行する。 

     付 則 

この規約は平成２８年５月１４日から施行する。 

 付 則 

この規約は平成２９年５月１３日から施行する。 

付 則 

この規約は平成３０年５月１２日から施行する。 

付 則 

この規約は平成３１年５月１１日から施行する。 

付 則 

この規約は令和２年５月１０日から施行する。 

 

 

細 則 

１．指名委員会は、役員・常置委員から数名、教職員から数名を選出し、正副委員長を互選する。 

２．ＰＴＡ会費 

ＰＴＡ活動費 ＰＴＡ活動のための経費 月額３００円 

教 育 振 興 費 教育活動のための補助費 月額４００円 

図  書  費 図書購入のための補助費 月額２００円 

特別教育振興費 生徒環境整備関係費及び防災関係費 入学時２，０００円 

    ※毎月の諸会費は、上記の９００円に生徒会費月額５００円を加えた、月額１,４００円とする。 

   《納入方法》上記金額については、１年間分を６月に納入する。ただし、兄弟姉妹同時に在籍してい

る場合は、ＰＴＡ活動費は１名分だけとする。ＰＴＡ諸会費の免除規定を以下の通りと

する。 

        ①「奨学給付金対象世帯」は、諸会費免除の対象外とする。 

        ②家計の急変等、特別な事情がある場合は、免除の可否について検討する。 
 

※上記のＰＴＡ諸会費の免除については別途お知らせします。 

 

３．入会方法   入学予定者説明会にて入会の案内をし、入会申込書を入学式当日に回収する。 
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内 規 

 

１． ＰＴＡ慶弔費について 

 生  徒 会  員 教職員 

慶   結婚のみ１万円 

弔 香典１万円 香典１万円 香典１万円 

        

２．ＰＴＡ活動における個人にかかる費用の負担について 

実際にかかる個人の金銭的負担については補助していく。 

① 交通費   

買い物にともなう交通費は基本的に支給しない。ただし、地域での購入が不可能で、遠征する必要 

   があるものに対しては支給する。                           

原則として徒歩には支給しない。自動車は１ｋｍあたり２０円、バイク・自転車は１０円を支給する。 

なお、１Km未満は１Km に繰り上げ、金額の端数（１円単位）は繰り上げとする。 

公共交通機関を利用する場合は実費を支給する。 
 

②  通信費 支給額は毎年の予算委員会で検討する。使途、配分については運営委員会で決定する。 
 

③ 昼食費 基本的には個人負担とする。ただし、一日中通してかかる仕事等、自他ともに必要と認め 

られる場合については、最低限の基準で支給しても良い。 

  ④  一般会員がサポーターとして参加した場合、交通費等として５００円を補助する。 

 

３．予算案作成および検討 

  次年度予算を決めるにあたって、本部、各委員会、職員出席のもと、予算委員会を年末には開催し、検

討していく。 

 

４．消耗品・文房具などの購入方法 

各委員会は、年度始めに、年間使用分を見積もって請求し、本部で一括購入する。不足分で額の小さい

ものは、各委員会でそのつど購入する。額の大きいものは、別とする。 

 

５．文書の保管について 

  会計簿、議事録は５年間保管とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


